












特記仕様書（その他）  

 

 本特記仕様書は「上町坂本線地質土質調査業務」（以下、「本業務」という）に適用する。 

 

（地質土質調査業務） 

１ 受託者は、土質ボーリング及び試料採取の位置・深度について、上町坂本線街路改良事業

の設計資料となるよう現地調査により選定し、監督員に事前の承諾を得ること。 

 

２ 受託者は、調査により、特に留意が必要な土質と判断した場合、その対策検討に必要な別

途調査及び試験を行うことについて提案し、監督員と協議すること。 

 

３ 地質土質調査成果品報告書は、各３部（２部＋原稿１部）提出すること。原稿は電子デー

タにて提出すること。電子データのファイル形式については監督員の指示を受けること。 

報告書内容の一例を下記に示す。 

 １）調査概要 ２）調査方法 ３）調査結果・考察 ４）総合解析とりまとめ・考察 

５）調査位置平面図 ６）地質柱状図 ７）各種試験データ ８）調査及び試験写真 

 ９）その他 

 地質柱状図については舗装構成がわかるようにすること。 

 

４ オーガーボーリング箇所は、既設占用物件の掘山（埋戻材）に当たらないように注意し選

定すること。占用図面については、別途参考に提示する。 

 

５ オーガーボーリング箇所の路面復旧作業は既設路面との段差が生じないように丁寧に仕上

げること。 

 

 ６ ボーリング作業箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。 
   なお、交通誘導警備員は、昼２人配置（交代要員無）で、期間は３日を見込んでいるが、 

現場の実状、施工方法及び地元や交通管理者との協議等により、交通誘導警備員の配置に変 
更が生じた場合には、別途協議するものとする。 

 
 ７ 変状土ＣＢＲ試験の結果、設計ＣＢＲが３％未満となった場合には、速やかに市監督員と 

設計変更協議の上、路床構築についての配合試験等の指示を受け、路床改良工法の検討を行 
うこと。 

  
８ 国土地盤情報データベース検定費について 

受注者は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国 
土地盤情報データベース」に登録しなければならない。受注者は、地盤情報の利用の可否に 
ついて、電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】に基づき、事前協議における発注 
者の指示に従って成果品データに「利用可」「利用不可」を記入した上で、検定の申込を行 
うこととする。なお、検定に要する費用は、直接経費に「国土地盤情報データベース検定費」 
として計上し、諸経費率算定の対象額としない。 

   また受注者は、納品の際に、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検定証明書 
を発注者に対して提出し、成果が検定済みであることを報告することとする。 


































































































